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〇 経 済 産 業 省 令 第 八 十 五 号  

 犯 罪 に よ る 収 益 の 移 転 防 止 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 及 び 犯 罪 に よ る 収 益 の 移 転 防 止 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 及

び 疑 わ し い 取 引 の 届 出 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 命 令 の 一 部 を 改 正 す る

命 令 （ 令 和 六 年 内 閣 府 ・ 総 務 省 ・ 法 務 省 ・ 財 務 省 ・ 厚 生 労 働 省 ・ 農 林 水 産 省 ・ 経 済 産 業 省 ・ 国 土 交 通 省 令 第

六 号 ） の 施 行 に 伴 い 、 及 び 割 賦 販 売 法 （ 昭 和 三 十 六 年 法 律 第 百 五 十 九 号 ） 第 三 十 五 条 の 三 の 五 十 六 第 一 項 第

一 号 の 規 定 に 基 づ き 、 割 賦 販 売 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  令 和 六 年 十 二 月 十 六 日                       経 済 産 業 大 臣  武 藤  容 治    

   割 賦 販 売 法 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

 割 賦 販 売 法 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 六 年 通 商 産 業 省 令 第 九 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の 表 の よ う に 改 正 す る 。  

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改   正   後  改   正   前  
  

 （ 基 礎 特 定 信 用 情 報 に 含 ま れ る 事 項 ）   （ 基 礎 特 定 信 用 情 報 に 含 ま れ る 事 項 ）  
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第 百 十 八 条  法 第 三 十 五 条 の 三 の 五 十 六 第 一 項 第 一

号 の 経 済 産 業 省 令 で 定 め る も の は 、 購 入 者 等 に 係

る 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。  

一 ～ 四  （ 略 ）  

五  本 人 確 認 書 類 （ 犯 罪 に よ る 収 益 の 移 転 防 止 に

関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 年 内 閣 府 ・ 総 務

省 ・ 法 務 省 ・ 財 務 省 ・ 厚 生 労 働 省 ・ 農 林 水 産

省 ・ 経 済 産 業 省 ・ 国 土 交 通 省 令 第 一 号 ） 第 六 条

第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 旅 券 等 若 し く は 船 舶 観

光 上 陸 許 可 書 、 同 規 則 第 七 条 第 一 号 イ に 規 定 す

る 運 転 免 許 証 等 、 在 留 カ ー ド 若 し く は 特 別 永 住

者 証 明 書 又 は 同 号 ハ に 規 定 す る 在 留 カ ー ド 若 し

く は 特 別 永 住 者 証 明 書 を い う 。 以 下 こ の 号 に お

第 百 十 八 条  法 第 三 十 五 条 の 三 の 五 十 六 第 一 項 第 一

号 の 経 済 産 業 省 令 で 定 め る も の は 、 購 入 者 等 に 係

る 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。  

 一 ～ 四  （ 略 ）  

五  本 人 確 認 書 類 （ 犯 罪 に よ る 収 益 の 移 転 防 止 に

関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 年 内 閣 府 ・ 総 務

省 ・ 法 務 省 ・ 財 務 省 ・ 厚 生 労 働 省 ・ 農 林 水 産

省 ・ 経 済 産 業 省 ・ 国 土 交 通 省 令 第 一 号 ） 第 六 条

第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 旅 券 等 若 し く は 船 舶 観

光 上 陸 許 可 書 又 は 同 規 則 第 七 条 第 一 号 イ に 規 定

す る 運 転 免 許 証 等 、 在 留 カ ー ド 若 し く は 特 別 永

住 者 証 明 書 を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同

じ 。 ） に 記 載 さ れ て い る 本 人 を 特 定 す る に 足 り
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い て 同 じ 。 ） に 記 載 さ れ て い る 本 人 を 特 定 す る

に 足 り る 番 号 、 記 号 そ の 他 の 符 号 （ 加 入 包 括 信

用 購 入 あ つ せ ん 業 者 が 、 本 人 確 認 書 類 の 提 示 を

受 け る 方 法 そ の 他 の 犯 罪 に よ る 収 益 の 移 転 防 止

に 関 す る 法 律 施 行 規 則 第 六 条 第 一 項 第 一 号 イ 、

ホ 、 ヘ 、 ト 、 チ 、 リ 若 し く は ル に 掲 げ る 方 法 に

よ り 犯 罪 に よ る 収 益 の 移 転 防 止 に 関 す る 法 律

（ 平 成 十 九 年 法 律 第 二 十 二 号 ） 第 四 条 第 一 項 の

規 定 に よ る 確 認 （ 同 項 第 一 号 に 掲 げ る 事 項 に 係

る も の に 限 る 。 ） を 行 つ た 場 合 又 は 加 入 個 別 信

用 購 入 あ つ せ ん 業 者 が 本 人 確 認 書 類 の 提 示 若 し

く は 本 人 確 認 書 類 に 記 載 さ れ て い る 本 人 を 特 定

す る に 足 り る 番 号 、 記 号 そ の 他 の 符 号 の 通 知 を

る 番 号 、 記 号 そ の 他 の 符 号 （ 加 入 包 括 信 用 購 入

あ つ せ ん 業 者 が 、 本 人 確 認 書 類 の 提 示 を 受 け る

方 法 そ の 他 の 犯 罪 に よ る 収 益 の 移 転 防 止 に 関 す

る 法 律 施 行 規 則 第 六 条 第 一 項 第 一 号 イ 、 ホ 、

ヘ 、 ト 、 チ 、 リ 若 し く は ル に 掲 げ る 方 法 に よ り

犯 罪 に よ る 収 益 の 移 転 防 止 に 関 す る 法 律 （ 平 成

十 九 年 法 律 第 二 十 二 号 ） 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に

よ る 確 認 （ 同 項 第 一 号 に 掲 げ る 事 項 に 係 る も の

に 限 る 。 ） を 行 つ た 場 合 又 は 加 入 個 別 信 用 購 入

あ つ せ ん 業 者 が 本 人 確 認 書 類 の 提 示 若 し く は 本

人 確 認 書 類 に 記 載 さ れ て い る 本 人 を 特 定 す る に

足 り る 番 号 、 記 号 そ の 他 の 符 号 の 通 知 を 受 け た

場 合 （ 個 別 信 用 購 入 あ つ せ ん 関 係 販 売 業 者 又 は
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受 け た 場 合 （ 個 別 信 用 購 入 あ つ せ ん 関 係 販 売 業

者 又 は 個 別 信 用 購 入 あ つ せ ん 関 係 役 務 提 供 事 業

者 を 通 じ た 加 入 個 別 信 用 購 入 あ つ せ ん 業 者 へ の

提 示 又 は 通 知 を 含 む 。 ） に 限 る 。 ）  

個 別 信 用 購 入 あ つ せ ん 関 係 役 務 提 供 事 業 者 を 通

じ た 加 入 個 別 信 用 購 入 あ つ せ ん 業 者 へ の 提 示 又

は 通 知 を 含 む 。 ） に 限 る 。 ）  

２ ・ ３  （ 略 ）  ２ ・ ３  （ 略 ）  
  

 

附  則  

 こ の 省 令 は 、 令 和 六 年 十 二 月 十 七 日 か ら 施 行 す る 。  

 


